
令和７年度 第３回益城町地域公共交通会議（書面会議） 

 

 

第 1号議案 

令和８年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について 

 

計画に申請する事業及び期間 

１．申請事業  ・福田地区デマンド型乗合タクシー 

        ・ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」（追加） 

２．期  間  令和７年 10月～令和８年 9月 

 

概 要 

ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」が令和７年１０月より本格運行となるた

め、地域公共交通確保維持改善事業にかかる地域公共交通計画の対象事業を変更（追加）す

るものです。次年度（令和７年 10月～令和８年 9月）の運行においても、事業を受託して

いただいているタクシー事業者様や町内路線バスを運行していただいている路線バス事業者

様と調整を行いながら、利便性向上のために検討を行ってまいります。 

なお、福田地区デマンド型乗合タクシーに関する内容については、変更ありません。 

また、地域公共交通確保維持改善事業の活用にあたり、補助系統の地域の公共交通にける

位置付けや補助事業活用の必要性について、本町の地域公共交通計画に記載が必要であるこ

とから、益城町地域公共交通計画の一部変更を行います。 

 

補 足 

 申請にあたり、文言や数字の軽微な修正・変更のご指示をいただく可能性がありますが、修正

等については事務局（益城町企画財政課）に一任いただきますようお願いいたします。 

 

 

添付資料 

 １．資料１   地域公共交通確保維持改善事業にかかる地域公共交通計画（修正案） 

 ２．別添資料① 交通不便地域及び地域間バス路線の接続について 

 ３．別添資料② 福田地区デマンド型乗合タクシー チラシ 

 ３．別添資料③ ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」パンフレット 

 ４．別添資料④ 益城町地域公共交通会議の検討経過 

５．資料２   補助系統に係る事業の概要や役割等を示した一覧表 

６．資料３   益城町の将来ネットワークイメージ 

７．参考資料  地域公共交通確保維持改善事業について 

 



  資料１ 

地域公共交通確保維持改善事業にかかる地域公共交通計画（修正案） 
令和７年 月  日 

 

          （名称）益城町地域公共交通会議          

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

本町は、町内の中心部を東西に貫き熊本市へ通じる唯一の幹線公共交通であるバス路線

（木山⇔桜町バスターミナル（熊本市））を軸に、路線バスのネットワークが構築されてい

る。 

住民生活においては町内の各施設とともに熊本市の総合病院・大規模な商店等が町民の

日常生活の重要な役割を担う中で、路線バスは車を運転できない高齢者等を中心に生活に

必要不可欠な交通として機能している。 

 

【福田地区デマンド型乗合タクシー】 

 本町の交通不便地域である、福田地区及び下陳地域においては、地域間バス路線であ

る「木山⇔桜町バスターミナル（熊本市）」系統の木山産交バス停、木山上町バス停及び

惣領バス停等と地区をつなぐ福田地区デマンド型乗合タクシーを運行している。 

令和 7年 3月末時点、福田地区の高齢化率 35.9％、下陳地域は 53.0％であり、福田地

区デマンド型乗合タクシーは、公共交通サービスを真に必要とする移動制約者のための

公共交通サービスとなっており、地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊

本市）」等へ接続することで、高齢者も安心した生活を送ることができる。福田地区デマ

ンド型乗合タクシーを確保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくこ

とが必要である。 

 

【ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」】 

  本町の交通不便地域である、広安地区および木山地区においては、当該地域を循環す

る乗合路線バスが令和2年8月から運行していたが、乗務員不足等の理由から令和6年3月

をもって廃止となった。 

循環線乗合路線バスの廃止に併せて、地域住民の移動手段を確保するため、令和6年1

月より路線定期型のコミュニティバス実証運行を実施した。しかし、路線定期型コミュ

ニティバスでは住民の多様な移動ニーズに対応することは難しく、令和6年10月よりＡＩ

を活用したオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」に運行形態を変更した。令和7年

9月までの実証運行を経て、同年10月より本格運行へ移行予定としている。 

  のるーとＵＭＥらいんは、ＡＩの活用により地域住民の多様な移動ニーズに対して柔

軟に対応でき、地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊本市）」等へ接続

する形で、生活交通手段の維持・存続に資するものとなっている。 

 

※交通不便地域及び地域間バス路線の接続については、別添資料①を参照。 

 

 

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

赤字が修正点です 



 

【福田地区デマンド型乗合タクシーの利用者数】 

 1,400 人/年  （令和 6年度実績：924 人/年） 

 

※益城町地域公共交通計画中、「５－３.計画目標の達成状況を測る指標」「指標１：公

共交通利用者数」（Ｐ28参照）において、公共交通利用者数を算出した方法に基づき

算出。 

 →乗合タクシーの算出方法は下記のとおり 

「福田地区の６５歳以上の高齢者が週 1回の外出時に２％（高齢者の利用率）の 

人が利用することを見込む。」 

６７４人×５２日×２％×２回（往復）≒１，４００人 

 

  ※益城町地域公共交通計画の計画期間については、令和３年４月から令和８年３月ま 

でとしているが、計画期間を令和９年３月までに延長する予定。 

 

【ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」の利用者数】 

  8,856 人/年  （令和 6年 10 月～令和 7年 6月の実績（9 ヵ月間）：5,109 人） 

   →のるーとＵＭＥらいんの算出方法は下記のとおり 

「令和 6年 10 月～令和 7年 6月の実績より３割の利用増加を見込む。」 

 5,109 人/9 ヵ月×12ヵ月×1.3≒8,856 人 

 

 

（２）事業の効果 

【福田地区乗合タクシー】 

 交通不便地域である福田・下陳地域にデマンド型乗合タクシーを運行することにより、

高齢者等の日常生活に必要不可欠な移動手段が確保される。また、福田・下陳地域から、

地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊本市）」等の木山産交バス停、木

山上町及び惣領へ接続することで、より広域的な活動が可能となり、さらには、外出促

進・地域活性化にもつながる。 

 

【ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」】 

  対象地域における通院や買い物などの日常生活や地域活動への参加を支えるための移

動手段が確保され、地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊本市）」等の

バス停への接続により町内外のアクセス性向上につながる。 

また、交通不便地域の解消とともに、バス利用者増加に伴う地域間バス路線の維持に

も寄与する。 

 

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 

・利用者への事業説明会やアンケートの実施（益城町、事業者） 

・広報誌やＨＰによる公共交通の利用周知（益城町） 

・便数の見直しや乗り場の新設等、利便性向上についての検討（益城町、事業者） 

 （益城町地域公共交通計画 Ｐ32.34 参照） 

 

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運送予定者 



 

【福田地区デマンド型乗合タクシー】  

１．予定している時刻表（別添資料②を参照） 

 【福田地区 ⇒ 指定停留所１４箇所】 

① 8:30 ② 10:00 ③ 13:00 ④ 14:30 ⑤ 18:00 

 【指定停留所１４箇所 ⇒ 福田地区】 

① 9:45  ② 11:30  ③ 13:30 ④ 15:30 

２．運行事業者の決定経緯 

町内タクシー業者を対象に、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱第 7

条第 3項に基づく企画競争実施の承認を得て平成 24 年 7月 11 日に決定。 

３．運行予定期間 

令和 7年 10 月 1日～(日曜日、毎年 12/29～翌 1/3 及び祝日は運休) 

４．地域内フィーダー系統の補足資料（既存交通や地域間交通との関係や整合性を図って

いる旨の説明等） 

町地域公共交通会議(各交通事業者が委員として参加)において協議し決定してお

り、各交通事業者間の調整は図られている。また、木山産交バス停～惣領バス停間の

既存バス路線との競合については、指定停留所以外で途中下車不可、バス運賃以上の

運賃設定により対応している。 

※指定乗降場所である「町文化会館前」で「木山上町」、「マシキラリ（惣領交差点）」

で「惣領」の地域間バス路線に接続している。 

５．運行予定者 

  共同運行（熊交観光タクシー株式会社・有限会社光洋タクシー） 

 

【ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」】 

１． 予定している運行時間 

7：00～19：00 ※予約に応じた運行のため時刻表はなし（別添資料③を参照） 

２． 運行事業者の決定経緯 

当該地域を循環していた路線バスの廃止後、コミュニティバスの実証運行を実施した

事業者が引き続き運行。 

３．運行予定期間 

令和 7年 10 月 1日～(日曜日、毎年 12/29～翌 1/3 及び祝日は運休) 

４． 地域内フィーダー系統の補足資料 

運行については、益城町地域公共交通会議（各交通事業者が委員として参加）におい

て協議決定しているため、各交通事業者間の調整は図られている。 

５．運行予定者 

熊交観光タクシー株式会社 

 

  ※運行系統の概要及び運送予定者については、表１を参照。 

 

５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 



 

【福田地区デマンド型乗合タクシー】 

運行に係る費用総額 705 千円のうち、町から運行事業者への補助金額については、運

行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 

  ※費用は令和６年度実績額 

【ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」】 

運行に係る費用総額 22,800 千円のうち、町から運行事業者への補助金額については、

運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を負担することとしている。 

  ※費用は令和８年度予算額 

 

 

６．２．の目標・効果の評価手法及び測定方法 

・利用者数や収支について、数値指標によるモニタリング・評価 

・利用者へのヒアリング調査 

・住民アンケートの実施（他事業アンケートと合わせた形で実施予定） 

 

７．別表１の補助対象事業の基準ホただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

８．別表１の補助対象事業の基準ニに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

【地域間幹線系統のみ】 

※該当なし 

 

９．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期 

及びその他特記事項 

【地域間幹線系統のみ】 

 ※該当なし 

 

10．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

【地域内フィーダー系統のみ】 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付。 

 

11．車両の取得に係る目的・必要性 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

12．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

※該当なし 

 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 



 

13 車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する費

用の総額、負担者とその負担額【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式

車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

14．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策） 

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

※該当なし 

 

15．貨客混載の導入に係る目的・必要性 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

16．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

（１）事業の目標 

 ※該当なし 

（２）事業の効果 

 ※該当なし 

 

17．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 

 ※該当なし 

 

18．協議会の開催状況と主な議論 

令和 7 年 6月 26 日（第 1回） 申請内容について議決 

※書面協議の結果を踏まえ記載 

※過去の開催状況については、別添資料④を参照。 

 

19．利用者等の意見の反映状況 

・地域公共交通会議に住民・利用者の代表として町議会・区長会・社会福祉協議会・商工

会に委員として参加してもらい、意見の反映を図った。 

 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）熊本県上益城郡益城町宮園 702                

（所 属）益城町役場企画財政課復興企画係                

（氏 名）山田 大貴             

（電 話）(096)286-3223            

（e-mail）fukkoukikaku@town.mashiki.lg.jp                
 

 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運送予定者（地域内フィーダー系統） 令和8年度

起点 経由地 終点 運行態様の別
基準ハで該
当する要件
（別表７・９）

補助対象地域間幹
線系統等と接続の
確保

基準ホで該
当する要件
（別表７のみ）

（注）

１．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名等」に運賃低廉化を行う運行サービスの名称を記載すること。

２．区域運行又は乗用タクシーによる運行の場合は、運行系統の「経由地」に営業区域又は運賃低廉化対象地域を記載することとし、「起点」、「終点」及び「系統キロ程」について記載を要しない。

３．「系統キロ程」については、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで記載すること。なお、循環系統の場合には、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載すること。

４．「利便増進特例措置」及び「運送継続特例措置」については、利便増進計画又は運送継続計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用（別表９又は別表１０）を受けて補助対象となる場合のみ「○」を記載すること。

５．「運行態様の別」については、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、乗用タクシーによる運行の別を記載すること。

６．「補助対象地域間幹線系統等と接続の確保」については、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するかについて記載すること。

７．乗用タクシーによる運行の場合は、「運行系統名」「利便増進特例措置」について記載を要しない。

８．本表に記載する運行予定系統を示した地図及び運行ダイヤを添付すること。乗用タクシーによる運行の場合は、営業区域を示した地図を添付すること。

回日

日 回

日 回

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

(2)
AIオンデマンドバス
のるーとＵＭＥらいん

(4)

(3)

熊交観光タクシー株式会社

市区町村名 運送予定者名
運行系統名等
（申請番号）

系統
キロ程

熊交観光タクシー株式会社
有限会社　光洋タクシー (1)

福田地区デマンド型
乗合タクシー

福田地区

益城町

(5)

291日 5258回
復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

③

広安地区
木山地区

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

運行系統
地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７・別表９・別表１０）

往　　　ｋｍ

復　　　ｋｍ

往　　　ｋｍ

計画
運行
日数

計画
運行
回数

利
便
増
進
特
例
措
置

291日 904回 区域 ②（２）
九州産交バスの木山産交
～桜町バスセンター運行路
線等と木山上町バス停等で
接続

①区域 ②（２）
九州産交バスの木山産交
～桜町バスセンター運行路
線等と木山上町バス停等で
接続

運
送
継
続
特
例
措
置



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。
（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交
通不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の
合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定す
る交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

益城町地域公共交通計画 2021/3/31

883
福原地域、平田地域（黒石崎含
む）、上陳地域、下陳地域 局長指定

960
安永３町内地区の一部、市ノ後地域

の一部、木山地域の一部 局長指定

交通不便地域等 1,843

人　口 対象地区 根拠法

市区町村名 益城町

人　口

人口集中地区以外 11196



 
（益城町） 

 交通不便地域及び地域間バス路線の接続について 

地域間バス路線 

交通不便地域指定区域 

  

木山上町
バス停 

木山下辻団地 
（災害公営住宅） 

古閑入口 
バス停 

惣領 
バス停 

市ノ後地区 

安永３町内地区 

交通不便地域指定区域 

木山産交
バス停 

福原 

上陳 

平田 

下陳 

〈交通不便地域〉 

福田地区デマンド型乗合タクシー 

別添資料① 

〈交通不便地域〉 

ＡＩオンデマンドバス 

「のるーとＵＭＥらいん」 



自宅からバス停まで歩かなくていいんです！
別添資料②



福田地区乗合タクシー







 

 

会議名 日時・場所 次第・議題等 

令和 4年度 

第 1回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 4年 6月 20 日（月） 

書面協議 

令和 4年 6月 28 日（火） 

議決 

議案 

令和 5年度地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 

木山・広安循環線 夏休み子ども定期券「Kids（キッズ）パス」の適用の承認

について 

令和 4年度 

第 2回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 4年 8月 19 日（金） 

 

議案 

福田地区乗合タクシー事業の一部見直し（案）について 

津森地区乗合タクシー事業の実証事業（案）について 

木山・広安循環線「子供無料（大人 100 円）の日」実施運賃の承認について 

「熊本地域乗合バス事業共同経営計画変更内容」について 

令和 4年度 

第 3回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 4年 11 月 22 日（火） 

書面協議 

令和 4年 11 月 30 日（水） 

議決 

議案 

木山・広安循環線 年末年始特別ダイヤ運行について 

令和 4年度 

第 4回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 5年 1月 26 日（木） 

 

議案 

津森地区乗合タクシー事業の本格運行について 

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価等について 

令和 4年度 

第 5回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 5年 3月 17 日（金） 

書面協議 

令和 5年 3月 30 日（木） 

議決 

議案 

木山・広安循環線の運行経路変更について 

路線バス停留所の廃止および新設、名称変更について 

乗合タクシー指定停留所の廃止および新設について 

令和 5 年度 地域公共交通確保維持改善事業費補助金に係る地域公共交通計

画の変更について 

令和 5年度 

第 1回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 5年 6月 16 日（金） 

書面協議 

令和 5年 6月 28 日（水） 

議決 

議案 

令和 6年度地域内フィーダー系統確保維持計画（案）について 

木山・広安循環線 夏休み子ども定期券「Ｋｉｄｓ（キッズ）パス」の適用の

承認について 

令和 5年度 

第 2回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 5年 8 月 10 日（木） 

書面協議 

令和 5年 8月 24 日（木） 

議決 

議案 

木山・広安循環線の運賃改定について 

「バス・乗合タクシー無料の日」の実施について 

乗合タクシー停留所の新設について 

熊本市都心部における均一運賃の設定に係る共同経営計画について 

令和 5年度 

第 3回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 5年 11 月 15 日（水） 

 

議案 

小峯木山コミュニティバスの実証事業について 

木山・広安循環線 年末年始特別ダイヤ運行について 

 

令和 5年度 

第 4回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 6年 1月 12 日（金） 

書面協議 

令和 6年 1月 24 日（水） 

議決 

議案 

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価 

益城町地域公共交通会議の検討経過 

別添資料④ 



令和 5年度 

第 5回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 5年 2月 19 日（月） 

 

議案 

木山・広安循環線の廃止について 

令和 6年 4月以降の市街地循環バスの運行について 

令和 6 年度地域公共交通確保維持改善事業費補助金に係る地域公共交通計画

の変更について 

益城町地域公共交通会議設置要綱の改正および運賃協議分科会設置要綱の制

定について 

令和 6年度 

第 1回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 6年 6月 26 日（水） 

 

議案 

益城町地域公共交通計画の変更について 

地域公共交通確保維持改善事業にかかる計画（案）について 

 

令和 6年度 

第 2回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 6年 8月 21 日（水） 議案 

ＡＩオンデマンドバスの導入について 

 

令和 6年度 

第 3回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 7年 1月 16 日（木） 

書面協議 

令和 7年 1月 27 日（月） 

議決 

議案 

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

 

令和 6年度 

第 4回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 7年 2月 18 日（火） 議案 

飯野地区乗合タクシーの実証運行について 

福田地区・津森地区乗合タクシー、のるーとＵＭＥらいんの運行内容変更に

ついて 

 

令和 7年度 

第 1回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 7年 6月 26 日（木） 

 

議案 

令和８年度地域内フィーダー系統核所維持計画（案）について 

 

令和 7年度 

第 2回 

益城町地域公共交

通会議 

令和 7年 8月 6日（水） 議案 

ＡＩオンデマンドバス「のるーとＵＭＥらいん」本格運行について 

飯野地区乗合タクシー本格運行について 

益城・西原空港ライナーの実証運行について 

益城町地域公共交通計画の策定時期変更について 

 
上記に記載している全ての議案は承認されています。 



益城町地域公共交通計画（最終貢）

実施主体 運行系統名 起点 経由地 終点 運行の態様 補助事業の活用 役割

益城町（運行は交
通事業者に委託）

福田地区デマンド型
乗合タクシー

福田地区 区域運行 フィーダー補助

交通不便地域である福田地区および下陳地域において、高
齢者等の通院や買い物等の日常生活に必要不可欠な移動
手段を確保する役割をもつ。
地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊本
市）」系統の木山産交バス停、木山上町及び惣領バス停と
地区を接続する。

益城町（運行は交
通事業者に委託）

AIオンデマンドバス
のるーとUMEらいん

広安地区および
木山地区

区域運行 フィーダー補助

交通不便地域である広安地区および木山地区において、地
域住民の日常生活に必要不可欠な移動手段を確保する役
割をもつ。
地域間バス路線である「木山⇔桜町バスターミナル（熊本
市）」系統のバス停と地区を接続する。

・上記系統については、地域公共交通確保維持改善事業を活用し、継続的な運行を維持する必要があるものをまとめたもの。

補助系統に係る事業の概要や役割等を示した一覧表



資料３



地域公共交通確保維持改善事業 

《地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金》 について 
 

 

地域内フィーダー系統補助とは・・・ 

地域特性や実情に応じた最適な生活交通ネットワークを確保・維持するため、幹線バ

ス等の地域間交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通の運行につい

ての支援。（国土交通省資料より） 

 

益城町は、「福田地区デマンド型乗合タクシー」に対して、補助申請をしております。 

令和７年１０月より「のるーとＵＭＥらいん」が本格運行するため、補助対象事業に

追加します。 

 

また、補助の要件に、「交通不便地域の移動確保を目的とするものであること」とい

うものがあり、現在、以下の地区が交通不便地域としての指定を受けています。 

【交通不便地域】 

 安永 3 町内地区の一部、市ノ後地域の一部、木山地域の一部、福原地域、平田地域

（黒石崎含む）、上陳地域、下陳地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○令和８年度事業の事業期間：令和７年１０月～令和８年９月 

 

補助の申請には、事前に「地域公共交通確保維持改善事業にかかる地域公共交通計画」

の提出が必要であり、計画の内容は、「益城町地域公共交通会議」において、承認をい

ただく必要があります。 

 

参考資料 


